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Ⅰ 出願要項 

１ 募集人員 

⑴ 普通科は、募集定員160人の30％程度とする。 

⑵ 農業科（園芸クリエイト科）は、募集定員40人の50％程度とする。 

２ 出願資格 

  特色入学を志願できる者は、県内の中学校等を卒業した者若しくは県内の中等教育学校の前期課程を修了した

者又は令和８年３月末日までにこれらの学校を卒業若しくは修了する見込みの者であって、次の要件を満たす者

とする。ただし、愛媛県県立中等教育学校の前期課程から後期課程へ令和８年度に進級する意思を示した者を除

く。 

⑴ 普通科 

  次のア～ウの全てに該当する者 

ア 本校普通科への明確な志望動機を持ち、入学を強く希望している者 

イ 基本的生活習慣が身に付いている者 

ウ 以下の①～③のいずれかに該当する者 

① 中学校での学習に意欲的に取り組んで成果を上げた者のうち、探究心が旺盛で、本校での学びを通じて

自らの学力向上を願っている者 

② 校内外のスポーツ・文化活動等のうち、いずれかの分野において継続的に活動し、県レベル以上の大会

やコンクールなどへの出場や、その他の優れた成果を上げた者（「愛顔のジュニアアスリート認定者」又

は「ネクストエイジ育成強化選手」の指定を含む。）で、本校入学後もその成果を生かして部活動等を継

続して行う意志を強く持っている者 

③ 生徒会活動、学級活動、部活動等で中心的な役割を果たした者のうち、本校での活動を通じて自らの可

能性を伸ばしたいと願っている者 

＜備考＞ 

○ 文化・スポーツ活動の取組・成果等を重視した選抜を、募集定員の15％程度（24人程度）を上限に行

う。なお、同選抜で合格とならなかった場合は、同選抜を希望していない志願者に含めて選抜する。 

○ 文化・スポーツ活動の取組・成果等を重視した選抜においては、本校入学後も、校内外を問わず、文

化・スポーツ活動に意欲的に取り組む明確な意志を持つ者を選抜する。 

⑵ 農業科（園芸クリエイト科） 

  次のア～ウの全てに該当する者 

ア 本校農業科への明確な志望動機を持ち、入学を強く希望している者 

イ 基本的生活習慣が身に付いている者 

ウ 以下の①～④のいずれかに該当する者 

① 中学校での学習に意欲的に取り組んで成果を上げた者のうち、農業や自然環境に対する興味・関心が強

く、本校での学びを通じて自らの可能性を伸ばしたいと願っている者 

② 将来、農業又は関連産業の担い手として、地域産業の発展に貢献したいと強く希望する者 

③ 校内外のスポーツ・文化活動等のうち、いずれかの分野において継続的に活動し、県レベル以上の大会

やコンクールなどへの出場や、その他の優れた成果を上げた者（「愛顔のジュニアアスリート認定者」又

は「ネクストエイジ育成強化選手」の指定を含む。）で、本校入学後もその成果を生かして部活動等を継

続して行う意志を強く持っている者 

④ 生徒会活動、学級活動、部活動等で中心的な役割を果たした者のうち、本校での活動を通じて自らの可

能性を伸ばしたいと願っている者 

＜備考＞ 

○ 文化・スポーツ活動の取組・成果等を重視した選抜を、募集定員の15％程度（６人程度）を上限に行

う。なお、同選抜で合格とならなかった場合は、同選抜を希望していない志願者に含めて選抜する。 

○ 文化・スポーツ活動の取組・成果等を重視した選抜においては、本校入学後も、校内外を問わず、文

化・スポーツ活動に意欲的に取り組む明確な意志を持つ者を選抜する。 

 

 

 

 



３ 出願期間 

令和８年１月13日（火）午前９時から同月20日（火）正午までとする。 

４ 出願制限 

  特色入学志願者は、２以上の公立高等学校（他の都道府県の公立高等学校を含む。）又は学科に出願すること

はできない。 

５ 出願方法 

  特色入学志願者は、えひめ電子申請システムにより出願を行うものとする。なお、出願に際し提出が必要とな

る各種書類については、同システムにより提出することとされているものを除き、持参又は郵便等により提出す

るものとする。 

 

Ⅱ 出願手続 

１ 特色入学志願者の出願手続 

⑴ 愛媛県教育委員会教育総務課ホームページ「令和８年度県立学校入学者選抜WEB出願関連情

報」（https://ehime-kyoiku.esnet.ed.jp/soumu/web_syutugan）の「出願入力志願者マニュ

アル_特色入試（PDF文書）」をよく読み、事前にえひめ電子申請システムの利用者登録を行う

ものとする。 

⑵ 上記⑴のマニュアルに沿って、えひめ電子申請システム内の入試出願システムにより出願手続き（特色入学

者選抜出願入力）を行い、特色入学者選抜入学選考料（2,200円）を所定の方法にて支払うものとする。 

⑶ 自己アピール書については中学校長を経て（在籍校等のない場合にあっては、直接）本校校長に提出するも

のとする。 

２ 特色入学志願者による出願手続が行われたときの中学校長の手続 

⑴ 特色入学志願者の在籍校等が県内の公立の中学校等又は中等教育学校である場合、中学校長は、特色入学志

願者が出願手続により入力したデータに、報告書及び自己アピール書を添付して、入試出願システムにより本

校校長へ提出するものとする。 

⑵ 特色入学志願者の在籍校等が上記⑴に掲げるもの以外の場合、中学校長は、えひめ電子申請システムの利用

者登録を行った上で、同システムにより報告書及び自己アピール書（県外からの特色入学志願者の場合は、報

告書、自己アピール書及び入学志願理由書）を本校校長へ提出するものとする。ただし、これにより難い特別

の事情があるときは、別に定めるところによるものとする。 

⑶ 中学校長は、受検に当たって特別な措置が必要と判断される者が志願する場合には、令和７年12月18日(木)

までに学力検査に関する特別措置願を本校校長に提出するものとする。 

３ 受検票の出力・配布 

⑴ 本校校長が、令和８年１月22日(木)までに、本校が入試出願システムにて受検番号の確定を行う。 

⑵ 志願者の在籍校等が上記２⑴に掲げるものの場合、中学校長は本校校長の受検番号確定後に入試出願システ

ムにより特色入学受検票をダウンロードして印刷をし、令和８年１月27日（火）までに本校志願者へ配布する

ものとする。 

⑶ 特色入学志願者の在籍校等が⑵に掲げるもの以外の場合、中学校長は、本校校長より送付された特色入学受

検票を、令和８年１月27日（火）までに特色入学志願者に配付するものとする。 

４ 出願取下げ 

⑴ 出願手続を終えた者で、やむを得ない事情により出願を取り下げるものは、出願取下届に、特色入学受検票

が交付されている場合は当該特色入学志願者の特色入学受検票を添えて、中学校長を経て（在籍校のない場合

にあっては、直接）本校校長に提出するものとする。 

⑵ 特色出願取下者の在籍校等が上記２⑴に掲げるものの場合、中学校長は、入試出願システムにより出願取下

げの処理を行うとともに、本校校長に出願を取り下げた旨の連絡（電話連絡の上、文書で報告）を行うものと

する。 

⑶ 特色出願取下者の在籍校等が上記⑵に掲げるもの以外の場合は、本校校長が入試出願システムにより出願取

下げの処理を行うものとする。 

５ 出願状況の掲示 

出願状況を、本校玄関に令和８年１月13日(火)から同月20日(火)までの間、掲示する。 

 

 



Ⅲ 作文及び面接 

特色入学志願者全員に対して、次のとおり作文及び面接を実施する。 

１ 期日及び日程 

期  日 時  間 内  容 

令和８年 

１月30日(金) 

9:00 ～  9:15 点呼・受検上の注意 

9:30 ～ 10:00 作  文 

10:15 ～ 面  接 

２ 受検に当たっての留意事項 

⑴ 受検者は午前９時までに説明会場へ集合すること。 

⑵ 検査場・その他については、「点呼・受検上の注意」にて指示するものとする。 

⑶ 当日の持参品は、特色入学受検票、鉛筆（シャープペンシルも可）、鉛筆削り、消しゴム、上履き（中学

校で使用しているものでよい）、下履きを入れる袋（ビニール袋など）。 ※下敷き、弁当を持参する必要は

ない。 

⑷ 検査開始５分前までに入室することとし、検査開始の時刻までに入室しない者は、原則としてその時間の

検査を受検できない。 

３ 合格内定者の通知  

⑴ 令和８年２月６日(金)午前10時から同月９日(月)正午までの間に、中学校長に選抜の結果を特色入学者選抜

結果通知書により通知するとともに、合格内定通知書及び入学確約書の用紙を交付する。 

⑵ 中学校長は、合格内定者に合格内定通知書及び入学確約書の用紙を交付する。 

⑶ 合格内定通知書の交付を受けた者は、中学校長を通じ、入学確約書を令和８年２月13日(金)正午までに本校

校長宛てに提出すること。この期日までに提出がない場合には、入学の意思がないものとして取り扱う。 

⑷ 入学確約書を提出した者は、公立高等学校（他の都道府県の公立高等学校を含む。）の全日制の課程の一般

入学者選抜に出願してはならない。 

出願した場合は、特色入学者選抜に係る合格内定を取り消すものとする。 

 

Ⅳ 合格者について 

１ 合格者の発表 

入学確約書を提出した者の合格発表は、令和８年３月18日(水)午前10時に、本校において受検番号を掲示する

ことにより行う。その際、合格者には個別に資料を配付する。また、愛媛県教育委員会が指定するウェブページ

にも、受検番号を掲載する。 

※ 特色入学者選抜は、令和８年３月18日(水)以降に実施される「学力検査の得点等の郵便等又は口頭による開

示請求」の対象外である。 

２ 合格者招集日 

⑴ 合格者は、保護者とともに令和８年３月23日(月)午後、体育館に集合すること。詳細は、令和８年３月18日

(水)、合格発表の際に個別に資料を配付するものとする。 

⑵ 入学時の提出書類、手続等について説明があるため、必ず出席すること。 

⑶ 全体説明会の前に、体操服、グラウンドシューズ、体育館シューズ等のサイズ合わせをすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


